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 資料４  

 

「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」 

ELSI 委員会の設置について（設置要綱）改訂案 

 

平成 17 年 月 日 

 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 

外部委託機関（未定） 

 

 ELSI（倫理的・法的・社会的問題；Ethical, Legal and Social Issues）委

員会（以下、ELSI 委員会という）は、文部科学省が実施する、「個人の遺伝情

報に応じた医療の実現プロジェクト」（以下、プロジェクトという）の適正な

推進のために、プロジェクトに関する ELSI について、プロジェクト推進委員会

（以下、推進委員会という）より独立した立場から活動する組織として、推進

委員会からの設置の提案を受け、文部科学省が設置するものである。 

 

 

（目的） 

  プロジェクトを推進する推進委員会より独立した立場から、プロジェクト

における ELSI に関する対応が適正であるか監督し、また必要な場合は助言・

提言する機能を有する組織として設置される。 

 

（構成） 

 １ ELSI 委員会委員は、プロジェクトの ELSI に関する検討について必要と

認められる分野より、プロジェクト実施機関に所属しない者から文部科学

省が指名する。 

 

 ２ ELSI 委員会委員長はその委員より互選する。 

 

 ３ ELSI 委員会委員長は、文部科学省が指名する委員以外の有識者を文部科

学省に対し本委員会委員として提案することができる。 

 

 ４ ELSI 委員会委員長は、必要に応じ、委員以外の専門家や推進委員会委員

の出席を求めることができる。 

 

 ５ ELSI 委員会の構成は、ELSI 委員会委員長より速やかに推進委員会委員長

に報告する。 
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（活動の進め方） 

 １ プロジェクトにおける ELSI 対応状況について推進委員会からの報告・相

談を受けて助言・提言する。 

 

 ２ ELSI 的側面に関して必要であるとの ELSI 委員会の判断に基づいてプロ

ジェクト実施機関への訪問調査又は監査を実施し、それに基づく助言・提

言又は勧告をする。 

 

 ３ その他、委員長が ELSI 的側面に関して必要であると判断し、ELSI 委員

会で承認された事項の実施。 

 

 ４ プロジェクトにおいて、ELSI 的観点から早急に対応すべき事項が発生し

た場合は、推進委員会と連携し、速やかに事項に対して対応する。 

 

 ５ 具体的な活動内容は、ELSI 委員会にて定め、文部科学省及び推進委員会

へ報告する。またその活動結果は適宜文部科学省に報告する。 

 

（任期） 

  ELSI 委員会の設置は、プロジェクト実施期間中とし、またその間の委員の

任期は２年とし、再任を妨げない。 

 

（守秘義務） 

  ELSI 委員会委員は、プロジェクトに係る活動の中で知り得た情報を、正当

な理由なく漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様である。 

 

（情報公開） 

  ELSI 委員会は、その活動内容について情報公開に努めるものとする。 

 

（その他） 

 １ ライフサイエンス課長は ELSI 委員会に出席する 

 

 ２ ELSI 委員会の連絡窓口は外部委託機関（未定）に置く。 

 

 ３ ELSI 委員会の運営等に必要な事項は、文部科学省及び ELSI 委員会との

協議の上決定する。 

 

 ４ ELSI 委員会の活動に関する事務は文部科学省と外部委託機関（未定）に

て対応する。 
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 ５ プロジェクト事務局（東京大学医科学研究所）は、オブザーバーとして

ELSI 委員会に参加する。 

（了） 
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